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令和７年 第７回教育委員会定例会会議録

１ 日 時 令和７年６月２５日（水）１３時３０分から１４時４５分

２ 会 場 教育委員会 会議室

３ 出 席 者 坂本教育長・米澤教育長職務代理者

萩原委員・小西委員・頭島委員

教育次長（管理担当）・教育次長（指導担当）

管理課長・学校教育課長・生涯学習課長

体育振興課長・人権教育推進室長
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教育長 ： 定刻が参りましたので、ただ今より令和７年第７回相生市教育委員会

定例会を開会させていただきます。

教育長 ： 議事録署名委員の指名を行います。頭島委員を指名します。よろしくお

願いいたします。

教育長 ： 事務局 出席職員の報告をお願いします。

管理課長： 本日、両教育次長、各課室長、書記として管理課副主幹が出席しており

ます。以上です。

教育長 ： 経過報告をさせていただきます。まず、教育次長 管理担当 お願いし

ます。

教育次長：

（管理担当）

それでは、私から所管いたします管理課、生涯学習課、体育振興課に

おけます令和７年５月２０日から６月２４日までの主な内容について、

ご説明させていただきます。
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（経過報告に基づき以下の事業について概要説明）

ＰＴＡ連絡協議会総会

幼稚園ペーロンパレード

第３回矢野川中学校区地域協議会

相生市体育協会評議員会

県民芸術劇場 人形劇団クラルテ「パンどろぼう」

総務文教常任委員会

第４回若狭野小学校統合準備委員会

令和７年第３回定例市議会本会議

令和７年第３回定例市議会本会議

第４回矢野川中学校区地域協議会

総務文教常任委員会

石川さゆりアコースティックコンサート２０２５

教育長 ： 続いて、教育次長 指導担当 お願いします。
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教育次長：

（指導担当）

私からは、学校教育課、人権教育推進室関連の経過報告をいたします。
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（経過報告に基づき以下の事業について概要説明）

相生市人権教育研究協議会理事会・総会

初任者研修会

ケータイ・スマホ教室（那波中・双葉中・矢野川中）

学校給食会総会

相生市人権教育推進協議会役員会・評議員会

運動会（双葉小、中央小）

トライやる・ウィーク（～６日）

たんぽぽの会はじめの会

中学生ペーロン

運動会（青葉台小）

校長面談（矢野川中校区）

ケータイ・スマホ教室（双葉小・中央小）

相生市青少年問題協議会

校長面談（那波中校区）

教科書展示（～７／６）

校長面談（双葉中校区）

教育長 ： 説明は終わりました。その他、追加の説明はありますか。

管理課長 ： ございません。

教育長 ： 経過報告全体にわたって、何かご質問はございますでしょうか。

教育長 ： 矢野川中学校区地域協議会だよりは、地域に回覧していますが、教

育委員には配付していますか。

管理課長 ： いえ、配付しておりません。

教育長 ： どういった広報をしているのか見ていただけたらと思いますので、準

備をお願いします。

管理課長 ： はい。



4

教育長 ： ケータイ・スマホ教室では、今年どんな内容を学んでいるのか紹介し

てもらえますか。

人権教育推進室長： 今年は三つの話題で学んでいます。一つ目は「闇バイトについて」、

二つ目は「ネット依存について」、三つ目は「無断投稿」勝手に撮った

写真を投稿してしまうことについてです。それぞれの問題を通して子

どもたちはネット防犯に関する知識を高めることができています。

教育長 ： 毎年どんなテーマで学習するか、内容が更新されていますので、その

時に必要な内容の指導を受けられています。

教育長 ： よろしいでしょうか。それでは、経過報告を了承願います。

次に進めます。

教育長 ： 議事に先立ち、相生市教育委員会会議規則第５条の規定により、議

案の公開又は非公開の決定を行います。

（１）報告事項 ア 報告第２７号、エ 報告第３０号からカ 報告第

３２号については、同条第３号 社会教育関係法規に定める委員及び重

要な諮問委員会の委員の委嘱に関する事件 に該当すると考えられます

ので、いずれも非公開としてよろしいでしょうか。

全委員 ： 異議なし。

教育長 ： 異議なしとして、報告第２７号及び報告第３０号から第３２号につい

て非公開と決定いたします。

教育長 ： 日程６、議事に入ります。

（１）報告事項 ア 報告第２７号「学校評議員の委嘱について」事

務局より説明をお願いします。

【非公開事件】

教育長 ： 次に、イ 報告第２８号「公文書の公開請求について」事務局より説

明をお願いします。
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生涯学習課長：（提出議案に基づき説明）

※説明の要旨／ 営業活動を目的として、教育委員会が契約者となる契約金額が３万

円以上の損害保険証券等についての公文書公開請求があり、生涯学習

課所管の５件が対象となった。

相生市情報公開条例第１２条に定める期日までに決定し回答する

必要があったことから、教育長が臨時に代決し、６月１３日付で部分

公開することを通知した旨を報告。

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。

教育長 ： それでは、質疑はないようですので、報告第２８号については報告を

了承いただけたものといたします。

教育長 ： 次に、ウ 報告第２９号「相生市文化芸術顕彰受賞者の決定につい

て」事務局より説明をお願いします。

生涯学習課長：（提出議案に基づき説明）

※説明の要旨／ 相生市文化芸術顕彰に関する要綱第２条の規定により、文化芸術大

賞１名、文化芸術特別賞１名が決定された旨報告。

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。

質疑はないようですので、報告第２９号については報告を了承いた

だけたものといたします。

教育長 ： 続いて、エ 報告第３０号「相生市社会教育委員の委嘱について」事

務局より説明をお願いします。

【非公開事件】

教育長 ： 次に、オ 報告第３１号「相生市文化会館運営審議会委員の委嘱につ

いて」事務局より説明をお願いします。
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【非公開事件】

教育長 ： 次に、カ 報告第３２号「相生市スポーツ推進審議会委員の任命につ

いて」事務局より説明をお願いします。

【非公開事件】

教育長 ： 続いて、（２）議決事項 ア 議第１４号「相生市中学校部活動地域移

行推進協議会設置要綱の一部を改正する訓令の制定について」事務局

より説明をお願いします。

学校教育課長：（提出議案に基づき説明）

※説明の要旨／ 令和７年５月に「相生市体育協会」の名称が「相生市スポーツ協会」

に変更となったため一部改正するもの。

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。

質疑はないようですので、議第１４号については原案どおり可決と

いうこととさせていただきます。

教育長 ： 次に（３）その他に移ります。ア「令和７年５月分学校事故発生状

況報告」イ「不登校等の状況報告」ウ「小中学校におけるいじめの現

状報告」をまとめて報告願います。

【非公開事件】

教育長 ： 続きまして、エ「令和７年７月分行事予定報告」をお願いします。

【非公開事件】

教育長 ： 次に、オ「その他」について、事務局 何かありますか。

生涯学習課長： 相生市文化会館についてご報告いたします。資料をご覧ください。

（１）「令和６年度相生市文化会館の利用状況について」でございます

が、利用件数３，１４５件、延べ利用人数が１５万６８２人、稼働率が
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６０．９％となっております。内訳は資料のとおりでございますが、前

年度と比較しますと、利用人数は３，２３２人の減となっております。

次に（２）「友の会の入会状況について」でございますが、令和６年

度の友の会の会員は、個人２５３件、ファミリー６８件、グループ８件、

合計３２９件でございました。前年度と比較しますと、全体で１４件の

減となっております。引き続き魅力ある公演、会員加入メリット制の充

実を検討し、会員の拡大に努めてまいります。

裏面をご覧ください。

（３）「令和７年度の自主事業について」でございますが、昨年１２

月にご報告させていただきました以降に日程が決まりました催しもあ

りますので、改めて報告させていただきます。

今年度は、相生市文化会館がオープン１０年目となりますので、６月

２２日(日)に開催しました、「石川さゆりアコースティックコンサート

２０２５」及び９月２１日(日)開催の桂吉弥を含む桂米朝一門による

「みんなで楽しむ落語会」について「会館１０周年記念事業」と冠して

開催いたします。

既に実施を終えましたが、６月１日(日)には、兵庫県芸術文化協会の

県民芸術劇場の助成を受け、子どもたちに大人気の絵本が原作の「人形

劇パンどろぼう」を開催いたしました。７月６日には、西日本ビッグバ

ンドジャズフェスティバルＩＮ ＡＩＯＩを開催し、県外からは倉敷、

大阪、京都の三団体を含む８団体のジャズバンドが出演します。今年度

の自主事業につきましては、４月の「Ｓｐｒｉｎｇ Ｃｕｌｔｕｒｅ

Ｆｅｓｔｉｖａｌ」から日程調整中の相生市ゆかりの音楽家による「な

ぎさコンサート」、なぎさライブ、なぎさｄｅマルシェも含めまして１

７事業を予定しています。

以上誠に簡単ではございますが相生市文化会館について報告を終わ

らせていただきます。

人権推進室長： 配付しています、ピンク色のチラシをご覧ください。

今年度の「人権のつどい」は佐久間レイさんをお招きしております。

佐久間レイさんは、４月からＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で描か

れている「やなせたかし」さん原作の「それいけ！アンパンマン」のテ

レビアニメで「バタコさん」の声優をされています。ほかにも、ジブリ

アニメ「魔女の宅急便」では黒猫の「ジジ」、ＮＨＫ「きょうの料理ビ

ギナーズ」で「高木ハツ江」さんの声もされています。
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１４：４５ 終了

「生きることは感動すること～柔らかな心で明日を生きてみません

か？～お話と歌と朗読劇で心のストレッチ」という演題でお話しいただ

きます。

以上でございます。

管理課長： （配付資料の確認）

教育長 ： よろしいでしょうか。

教育長 ： 文化会館について報告がありましたが、友の会の会員数が減少傾向

です。みなさまにもＰＲにご協力いただけたらと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

教育長 ： それでは、この際、委員の皆様から何かありますでしょうか。

特にないようであれば、令和７年第７回教育委員会定例会を閉会させ

ていただきます。ありがとうございました。


